
第 １２０ 回 役 員 会 議 事 録 （ 要 録 ） 

平成２２．１２．２１（火）  １０：００～ １１：００ 

場 所 ： 学長室 

 

出 席 者 浅原，上，山根，岡本，越智，河本 

       以上役員 ６名 

欠 席 者  

オブザーバー 西口，間田，坂越，佐藤，坂下，竹内 

（議事） 

１．職員就業規則の改正について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙１ 

  （河本理事（財務・総務担当）提案・説明） 

 

第 118回役員会(平成 22年 11月 30日開催)において，平成 23年 1月以降の導入を検討するこ

ととしていた 55歳を超える職員に対する本給月額等の減額支給措置等に関して，各地区事業場の

過半数代表者及び過半数組合との意見聴取の結果等も踏まえた職員就業規則の改正について提

案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

２．学内共同教育研究施設等における教員人事について －－－－－－－－－－－－－－－ 別紙２ 

（上理事（教育担当），山根理事（研究担当），岡本理事（社会連携・広報・情報担当）提案・説明）  

 

外国語教育研究センター（准教授 1 名）及びＨｉＳＩＭ研究センター（准教授 1 名）の教員選

考の実施，並びに，情報メディア教育研究センター（教授 1 名）の教員選考における候補者につ

いて提案・説明があった。なお，審議の結果，継続審議とすることとした。 

 

３．産学連携商品の表示に関するガイドラインについて －－－－－－－－－－－－－－－ 別紙３ 

  （岡本理事（社会連携・広報・情報担当）提案・説明） 

 

   産学連携活動に携わる教員が増え，研究成果を社会に還元する機会が増えている中で，産学連

携で生まれた商品やサービスに「広島大学」の名称等を表示する場合には，消費者等に誇大又は

誤ったメッセージが伝わらないように注意が必要であるとの理由から，産学連携商品の表示に関

するガイドラインを制定することについて提案・説明があり，審議の結果，一部字句を削除の上，

「広島大学における産学連携で生まれた商品の包装やカタログ等への産学連携表示についてのガ

イドライン」を制定することを承認した。 

 

以上（資料添付略） 

 


